
 紛失、破損または汚損したとき

 記載事項（氏名）を変更したとき

※住所のみの変更については、書替の必要はありません

（1） 再交付・書替申込書

（2） 手数料 ⇒ １件につき1,500円　(消費税10％込）

（3） 本人確認ができる書類

* 運転免許証や健康保険証のコピー

* 書替の場合は、異動を証する書面（戸籍抄本等）

　《再交付・書替手続きのみに使用し、二次利用することはありません》

（4） 紛失以外の場合は、旧修了証を添付

 必要書類に手数料を添えて、当協会へお持ち下さい

（1）必要書類を郵送し、手数料をお振込みいただく場合

　手数料に、郵送料434円（84円＋簡易書留350円）を加えて、下記口座へお振込み下さい

《振込先》　百五銀行津駅前支店　(普通）１５６４５９

口座名義 ： 津労働基準協会　　　　※ 振込手数料はご負担下さい

（2）現金書留にて必要書類・手数料を送付いただく場合

　手数料に、郵送料434円（84円＋簡易書留350円）を加えて、必要書類と共にお送り下さい

送付先 ・ 問い合わせ 〒514-0004

修了証再交付 ・ 書替のお申込みについて
【 津労働基準協会で発行した修了証のみの取り扱いです 】

再交付・書替が必要なとき 再交付

書　替

手続きに必要なもの

手続きの方法
窓　口

※ 代理者の場合は、別紙「委任状」の提出をお願いします

郵　送

　　　※ 郵送料は額面分の切手でも可　　　　　　　

三重県津市栄町3丁目261番地 笠間ビル3階

津 労 働 基 準 協 会
TEL　059－227－3817


